
令和３年第９回下松市教育委員会定例会議事録 

 

１ 開催日時 令和３年９月３０日（木）午後１時３０分～午後２時１５分 

２ 開催場所 下松市役所 ５階 ５０１会議室 

３ 出席委員等 教育長 玉川  良雄 

 委員 江口 雄二 

 委員 篠原 照男 

 委員 白木  正博 

 委員 林 哲人 

 委員 木佐谷 真理子 

４ 会議に出席した事務局職員 

 教育部長 河村 貴子 

 教育次長 今谷 昌博 

 学校教育課長 星野 朋啓 

 学校給食課長 池田  千帆 

 生涯学習振興課長 引頭  康行 

 図書館長 長弘  純子 

５ 会議の書記   教育総務課係長 金子 麻紀 

６ 会議録の署名委員  篠原 照男  白木  正博 

７ 会議の傍聴人 ０人 

８ 会議に付した議題 

（１）議案第１７号 下松小学校用地の変更について 

（２）議案第１８号 下松市教育委員会事務事業点検評価について 

（３）報告第２２号  専決処分について 

（４）報告第２３号 令和３年度下松市教育委員会職員の人事発令について 

 

９ 会議の付議の顛末 

 

○教育長  改めまして、皆さん、こんにちは。 

 それでは、教育委員会会議定例会を開催いたします。 

 本日の議事録は、署名委員、篠原委員、白木委員でお願いいたします。 

 それでは、提案のほうの協議をしたいと思います。 

 

 

 

 



（１）議案第１７号 下松小学校用地の変更について   

 

○教育長  議案第１７号、下松小学校用地の変更についてを議題といたします。 

 それでは、担当者のほうで説明をお願いいたします。 

 今谷教育次長。 

○教育次長  議案第１７号、下松小学校用地の変更についてご説明いたします。 

 資料１ページと２ページになります。 

 下松小学校建設事業の外構工事において通学路の安全性向上を図るなどの理由により市

道の歩道部分を拡幅しております。 

 拡幅箇所につきましては、資料２ページの色塗りをした部分となります。 

 １期工事において、職員駐車場側の都町通りと中央線の一部、また、現在進行中の２期工

事においてグラウンド側の所田通りと中央線の一部を拡幅しております。 

 拡幅により道路に供出した校地面積２９７平米は道路を所管する土木課に移ることにな

り、その結果、下松小学校校地面積は３万２,２７０平米となるものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○教育長  それでは、質疑を行います。 

 質問のある方は挙手をお願いいたします。 

 白木委員。 

○委員  通学するのに支障があったということですか。 

○教育長  今谷教育次長。 

○教育次長  大きな支障があるということはないのですが、例えば、都町通りにおいては今

までかなり歩道幅が狭かったものですから、雨の日など、傘を差したときになかなか通りづ

らく、対向の方が来られた場合に通りづらいような面がありました。このたび拡幅したこと

によってそういった面が改善されたかと考えております。 

○教育長  そのほか、ございますか。 

 では、質問がないですので、採決ということで、異議がある方はいらっしゃいますか。 

○教育長  全員なしということで、本案は可決いたします。 

 

 

（２）議案第１８号 下松市教育委員会事務事業点検評価について   

 

○教育長  続きまして、議案第１８号、下松市教育委員会事務事業点検評価についてを議題

といたします。 

 それでは、担当者の方、説明をお願いいたします。 

 今谷教育次長。 

○教育次長  議案第１８号、下松市教育委員会事務事業点検評価について、ご説明いたしま



す。 

 本議案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条及び下松市

教育委員会事務事業点検及び評価実施要綱の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事

務の管理及び執行の状況について点検評価を行いましたので、その結果についてお諮りす

るものであります。 

 別添の冊子、令和３年度（令和２年度対象）事務事業評価報告書を御覧ください。 

 表紙をめくっていただいたところに目次のページがございます。そちらの事業名の一覧

を掲載しております。 

 令和２年１１月１日付の機構改革でスポーツに関する事務を市長部局において管理執行

することとなったため、８事業減り、全体で３６事業となっています。 

 内訳は、教育総務課が６事業、学校教育課が１０事業、学校給食課が１事業、生涯学習振

興課が１６事業、図書館が３事業となります。 

 ３ページから４ページには、担当課による自己評価の集計結果を掲載しています。 

 妥当性、有効性についてはおおむねよい評価となっていますが、効率性、関与性について

は一部見直しが必要な事業、また、民間サービスの補完的事業と評価されたものが１割程度

ございました。 

 総合評価では、２事業が拡充、３３事業が継続と評価しており、縮小と評価した１事業に

つきましては事業を再編した上で新たな形で進めることとしております。 

 ５ページからは、事務事業点検評価委員の委員を掲載しています。 

 委員さんから頂きました意見を参考に各事業のさらなる充実に努めてまいります。 

 説明は以上となります。 

○教育長  事務事業評価シートについて概要についての説明がありましたが、教育委員さん

から個別の質問をしてもいいですか。 

○教育次長  はい。 

○教育長  質問がありましたら挙手をお願いいたします。 

○委員  この各事業に関する意見というのは評価委員の方の意見ということですか。すばら

しい意見だとは思うのですけれども、これは、参考のために大体、評価委員というのは何回

ぐらい集まられたのですか。 

○教育長  今谷教育次長。 

○教育次長  ２回ほど会議を開いております。 

○委員  実情は持ち帰った意見を求めて提出されたということで、メールで提出されたので

すか。 

○教育長  今谷教育次長。 

○教育次長  １回目の協議会において各課長から事業の説明をさせていただきまして、それ

を受けて委員さんから意見を頂戴しています。 

 ２回目でその意見を基にいろいろ確認事項を見直したりした上で、今回、こういった形に



なっています。 

○教育長  江口委員。 

○委員  これは、評価委員さんは、これだけの団体を全部評価するというのは大変難しいと

思うのですが、評価する前に事前に資料というか、各団体から今年度こういった活動をした、

今後こういったことをしたいとか、そういった意見書みたいなのは出ているのですか。 

○教育長  今谷教育次長。 

○教育次長  ２回ほど協議会を開いておりますが、事前に資料をお渡しするということはし

ておりません。 

 ただ、前年度の事務事業評価の冊子、今回で言えば、令和２年度の冊子については、今回、

３人のうち２人が新たに委員になられておる関係で配布しております。 

 その事前のレクチャーというのはあくまでもそれだけでありまして、各課長のほうから

説明をさせていただいております。 

○委員  いろんな意味で各団体の懐具合とか活動状況とかあると思うのですが、中にはもっ

と活動をしたいので費用を欲しいとか、こういった活動をもっと認めてほしいとか、そうい

ったものはあるのではないかと思って、評価をする前にそういった意見を聴くような何か

できないかなという感じがします。それで、聞いてから評価すると。これを見たら書面上だ

けみたいな感じがします。どうでしょうか。難しいですか。 

○教育長 今谷教育次長。 

○教育次長  この評価について、あくまでも事業がどうであったかということをこの３人の

評価委員さんに評価してもらう機会でありますので、先ほど江口委員さんが言われたよう

な団体に対するヒアリングというのはこの評価においてというよりも、その前段において

各所管課の中で行われるべき部分であろうと思いますので、それを踏まえた上で各課のほ

うでこの個別のシートが作成されておるという形になろうかと思います。そこの部分がも

し仮に不十分であるのであれば、各課においてそこの事前のヒアリングを十分に行った上

で評価シートを作成する必要があろうかと思います。 

○委員  では、事前に各課でいろんな要望があれば、聞いているということね。分かりまし

た。 

○教育長 今谷教育次長。 

○教育次長  要望を聞かれておると思います。その上で課題があれば、このシートの最後の

５番の部分で、今後の課題というところに記載をするようになろうかと思います。 

○委員  分かりました。 

○教育長  白木委員。 

○委員  これは一覧表を見ますと、拡充とか継続とかいろいろあるのですが、このナンバー

１５の学校における働き方改革の推進というのが昨年も拡充で今年も拡充になっておりま

すよね。これらが、２年連続して拡充というのは、どういうことなのでしょうか。継続では

なくて、わざわざ拡充にしてあるわけですね。 



○教育長  星野学校教育課長。 

○学校教育課長  今、コロナ禍でもありますし、教員が消毒をすることや、朝、手洗いとかす

るので学校の教えること以外のほうが膨れ上がっている状態で、それを少しでもより楽に

して本来の業務にするために、まだ足りないというか、できるだけつけたいということで増

えている状態です。 

 今、１０校全部行っていますので、それでかなり成果は上がっているのですけれど、そう

いう形で、本当に足らないぐらいの状況であります。 

○教育長  白木委員。 

○委員  去年、拡充だったので、今年は継続でいいのではないかと思うのですけれど、わざわ

ざ拡充としているのは、さらに充実させたいということですか。 

○教育長  星野課長。 

○学校教育課長  そうですね。この事業については、今年度までは拡充してきましたが、これ

からも事業の拡充を計画していきたいと考えているところでした。 

○委員  分かりました。 

○教育長  今、ご指摘がありました教員の働き方改革については、力を入れているのですけ

ど、人の配置がとにかく大事だろうということでやっているのですが、まだまだこれ以外の

ところで実際は改革、改善をしなくてはいけないところが結構あります。この事業そのもの

も拡充の方向で働き方改革について、まだまだやらなくてはいけないということがたくさ

んあるということでご理解していただけたらと思います。 

○委員  はい。 

○委員  今のことに関連してなんですが、中学校は今までも遅くまですごく仕事が忙しいの

にさらに部活の指導があったと思うのですが、今、ここで支援員を配置するということです

が、現状、どの程度、行われているのでしょうか。 

○教育長  星野課長。 

○学校教育課長  部活動については、予算としては３名、支援員を採ったのですけれど、現

状、１名です。 

 支援員の人選が難しいという課題がありますので、今、各学校で学期途中でもつけていく

という形で取り組んでおります。 

 以上です。 

○委員  中体連のほうで部活支援員というのを認めて、過去にやっていたことがあるのです

が、確かに部活については、個別な技術指導についてはあるのですけれど、中学校の部活と

いうのは、結構、生徒指導面の働きというか、効果が大きく、担当の先生が技術指導はもち

ろんですけれど、実際に技術指導をする場面に必ずついていただかなければいけないと思

います。支援員の方に完全に任せてしまうと、過去、私が勤めていた学校でも指導者と生徒

の間でトラブルが起きたりして、後で大変なことになったりすることもありますので、担当

の教員については、必ずそこについていかなければいけないので、それだけはぜひお願いし



たいと思います。指導員任せ、支援員任せということだけは絶対にないようにお願いします。 

○教育長  星野課長。 

○学校教育課長  ご意見ありがとうございます。努力してまいります。 

○教育長  この部活の指導員は、以前、中体連の支援員と違うところは、教員がいなくても引

率も可能になっています。この指導員という人は教員の仕事も、技術指導だけではなくて、

生徒指導、部活管理もやってもいいという、法的な位置づけがあり、一つランクが上がった

ような感じです。ですから、教員が忙しいときには代わりにやっていただくということも可

能になっています。ただ、問題はいろいろ起きますので、委員さんが言われたように、でき

るだけ教員がつくということを原則として学校にはお願いをしていきたいなと思います。 

 そのほかありますか。林委員。 

○委員  もう一つ、別件ですけれど、海外語学研修生、コロナで２年間ですかね。２回できな

かったと思いますが、これを楽しみにしていた中学生も何人か私も聞いていたのですけれ

ど、今後、落ち着けばそのまま続けられることになると思うのですが、そこの事務事業の評

価が、Ｃ、Ｃ、Ｃとなっているので、それは一番上の概要のところにある研修の成果につい

て、学校での報告の機会とかそういうものが少ないからなのかなと思ったのですが、今後、

ＣがＢになるために、あるいは、Ａになるためにはどういったことが必要なのかというのが

気になって。 

○教育長  今谷教育次長。 

○教育次長  今、林委員さんにご指摘いただいたとおり、我々のほうとしても、せっかく行っ

ていただいた成果を発表する場がなかなかないといいますか、そういう場を我々のほうが

積極的に求めていない部分が今までありましたので、そこら辺について、今後につなげるこ

と、後輩たちがまた行きやすいような場面をつくりやすいようにするという意味も含めて、

そういう発表する場をつくれたらというような考えは、先日もそういった協議をしたとこ

ろでございます。 

 もっとそういった面を充実させていきたいと。それで、この事業については、ここに評価

しておるとおり、継続していきたいと思っていますので、努力していきたいと思っておりま

す。 

○教育長  これは、今、林委員さんが言われ、意見をお聞きしてそうだなと思ったのですが、

結構、厳しいですよね、Ｃが３つというのが。だから、総合評価でいったらこれはＣなので

すね。継続よりも縮小のような単純な評価ではないかなと思ったのですが、ただ継続という

ことで、それだけの意味を価値づけて関係部署でも捉えているということだろうと思いま

す。これは去年やっていないからということでＣになったというところもあるのですか。そ

の辺りはどうでしょうか。去年、中止だったですね。 

 今谷教育次長。 

○教育次長  去年が、Ｂ、Ｃ、Ｂ、Ｃです。だから、効率性の箇所がＢからＣに変わっただけ

なのですけれども、いろいろと問題点は感じておるところはあります。ある程度の費用が要



りますから、行かれる方も限られておる、また、こういった海外の語学研修というのは民間

でも行われているものもありますので、そういった意味で、ちょっと厳しい評価にはさせて

いただきましたけれども、先ほどから言うように、決してやめようという思いがあるわけで

はないので、改善できるところは改善した上で、充実させて、継続していきたいと思ってお

ります。 

○教育長  よろしいですか。 

○委員  はい。いいです。 

○教育長  そのほかにございますか。 

 白木委員。 

○委員  スポーツ関係が、市長部局へ移ったといわれましたが。あれの評価というのはする

必要がないということですかね。 

○教育長  引頭生涯学習振興課長。 

○生涯学習振興課長  教育委員会の権限に属する事務の管理の状況の点検評価で、これは、

今は市長部局のほうに権限が移りましたので、スポーツについては評価しておりません。 

○教育長  そのほか。 

 よろしいですかね。 

 それでは、質問がないようですので、採決したいと思います。 

 異議がある方、いらっしゃいますか。異議なしということでよろしいですか。 

 それでは、異議なしということで、本案は可決いたします。ありがとうございました。 

 

 

（３）報告第２２号 専決処分について   

 

○教育長  続きましては報告議案ですが、報告第２２号、専決処分についてを議題といたし

ます。 

 担当者のほうで説明をお願いいたします。 

 今谷教育次長。 

○教育次長  報告第２２号、専決処分について報告いたします。 

 市議会９月定例会に令和３年度教育費関係補正予算及び下松小学校普通教室棟改築建築

主体工事請負契約の一部を変更する契約の締結についての議案を提出するに当たり専決処

分を行ったものであります。 

 その件について報告させていただきます。 

 令和３年度教育費関係補正予算についてでございますが、資料の６ページを御覧くださ

い。 

 まず、教育総務課の関係を先に説明させていただきます。 

 教育総務課の関係では、国際ソロプチミスト下松が令和３年６月末をもって活動を終了



するに当たり、学校図書館の充実のため、図書整備費として２１０万円をご寄附いただいた

ことから小学校教育振興費に図書購入費１５０万４,０００円、中学校教育振興費に図書購

入費として５９万６,０００円を計上しております。 

 また、こちらは教育委員会全般でございますが、教育委員会において新型コロナウイルス

感染症の影響により中止とした行事等の予算について減額する補正予算を計上しておりま

す。 

 ６ページの資料、備考欄で二重丸がついたものが該当の予算となります。 

 次に、大きな２番の下松小学校普通教室棟改築建築主体工事請負契約の一部を変更する

契約の締結について報告いたします。資料の８ページを御覧ください。 

 工事を進める過程で発生しました施工必要箇所に対応したことで、契約金額が３,７４０

万円増額の１２億３,６４０万円となったものでございます。 

 主な変更点としましては、教室家具等の追加、内装仕様の変更、石綿含有建材事前調査、

その追加除去などで、詳細につきましては資料の９ページから１０ページのとおりとなっ

ております。 

 教育総務課からは以上です。 

○教育長  長弘図書館長。 

○図書館長  続きまして、図書館から補正予算についてご説明いたします。資料は６ページ

をお願いします。 

 先ほど教育次長も申しました国際ソロプチミスト下松から図書館のほうにも寄附金がご

ざいました。６０万８,０００円、それと松村様一個人の方が３００万円の図書購入費の寄

附をされております。 

 それで、国際ソロプチミスト下松の寄附金６０万８,０００円ですけれども、そのうちの

５０万８,０００円を図書購入費に充て、１０万円は大型絵本の本棚、書架を買うことにし

ております。 

 松村様の寄附金はそのまま図書購入費として図書整備費として図書購入を行います。 

 国際ソロプチミスト下松については、昨年度までに６５万の寄附を頂いており、今回、総

額で１２５万７,８０５円の寄附金となりました。 

 平成２９年だったと思うのですけれど、山口県図書館協会の功労者表彰をご受賞されま

して、今回も活動休止ということでもう一度功労者表彰に推薦をしたところ、めでたく受賞

が決まっております。長きにわたって図書館へ支援していただいたということで感謝の意

をこちらで申したいと思っております。 

 説明は以上です。 

○教育長  ただいまの説明につきまして質問等がありましたらお願いいたします。 

 白木委員。 

○委員  寄附があればこういうものを買おうとかというのを決められておられるのですか。 

○教育長  長弘図書館長。 



○図書館長  まず、松村様は一利用者の方です。古くからの利用者の方で、下松の図書館が好

きなのでぜひ役立ててくださいという、本当にありがたいお話です。これだけの高額な図書

購入費の寄附があるとは思っておりませんので、これを買いたいというふうな思いを以前

から抱いていたわけではなく、頂いてからこれから考えるということです。 

○教育長  そのほか、ご意見ございますか。 

 どうぞ。 

○委員  石綿が２か所ほどあったということですが、これはどこにあったのですか。 

○教育長  今谷教育次長。 

○教育次長  これは教室の中にばい煙、煙突。昔、ストーブを多分つなげていたところだと思

うのですけれど、その内側とかですね。 

○教育長  江口委員。 

○委員  まず、健康上で被害はなかったですか。大丈夫ですかね。 

○教育長  今谷教育次長。 

○教育次長  健康被害のそういった報告は入っていませんので、ないと思われます。 

○委員  そのほかの小学校・中学校でその石綿がありそうな場所はないですか。大丈夫です

か。配管とか。 

○教育長  今谷教育次長。 

○教育次長  今、解体するとか工事をする場合には、掘削というか、壁にしても何にしても触

る場合に塗装剤の中にも入っているかどうかまで細かく検査しております。そういったと

きに、たまに出ることもありますので、全くないかと言われると全てを調べていないですか

ら、建材にないとは言い切れないと思われます。 

○委員  特に天井裏なんかは気をつけたほうがいいですね。 

○教育長  そのほかございますか。 

○委員  今、木材が高騰しているではないですか。これは建築費の追加ということで、何か影

響を受けていますか。 

○教育長  今谷教育次長。 

○教育次長  今回の変更において部材の高騰というところは聞いておりませんので、そうい

う意味で言うとそこの影響はないときにもう既に購入しておったのではないかと思われま

すが、その他で、労務単価の改定であるとかというところを入れています。変更点において

は発生していないです。 

○教育長  そのほか、ご意見ございますか。 

 篠原委員。 

○委員  この下松小の工事の件、この残土処分というところ、９００万ぐらいかかるのです

けれど、この残土処分場の変更による残土処分の処分費用が追加になっていますね。この残

土については、処分場はどこにあったのでしょうか。どっか使えなくなったとか。 

○教育長  今谷教育次長。 



○教育次長  工事において発生した残土について最初は市が所有する残土処理場、これが米

川のほうにあるのですけれども、そちらに持っていっていたのですが、そこがいっぱいにな

って閉鎖されたために民間所有の残土処理場に持っていかざるを得なくなりました。その

関係で、手数料が発生して変更額が出ておりますけれども、処理の場所はたしか来巻の辺り

だったと思います。民間の企業が持っていらっしゃる残土処理場に今は持っていっておる

形でございます。 

○委員  それは、あくまでも市が負担しないといけない内容にはなるわけですね。 

○教育長  今谷教育次長。 

○教育次長  そうですね。残土の処分料ということで、市の残土処理場であれば発生してい

なかったのですけれど、民間ですから手数料が必要となるということでございます。 

○教育長  市の残土処分場というのはもうほぼいっぱいで、ほかに何かあるのですか、市の

残土処理場。教育委員会の管轄外ですが。 

 今谷教育次長。 

○教育次長  市の残土処理場は閉鎖した米川の箇所以外にはありません。 

○教育長  ない。わかりました。そのほか、ご意見ございますか。 

 よろしいですかね。 

 それでは、これは専決処分事項ですので報告議案ということでご承認をよろしくお願い

いたします。 

 

 

（４）報告第２３号 令和３年度下松市教育委員会職員の人事発令について   

 

○教育長  続きまして、報告第２３号、令和３年度下松市教育委員会職員の人事発令につい

てを議題といたします。 

 担当のほうで説明をお願いいたします。 

 河村教育部長。 

○教育部長  報告第２３号、令和３年度下松市教育委員会職員の人事発令について報告をい

たします。１１ページを御覧ください。 

 ９月１日付で生涯学習振興課に吉開仁彦さんが異動となっております。 

 生涯学習振興課は本年４月１日付の異動で１名減員となっておりました。今回の異動で

この減員分が元に戻ったということでございます。これにより、生涯学習振興課は課長及び

社会教育主事の外、社会教育係の職員が５人、会計年度任用職員として社会教育指導員４人、

計１１人の体制となっております。 

 報告は以上です。 

○教育長  １名、若手の我々の職員が入ってきたということでみんな喜んでおります。本人

は一生懸命仕事をしております。 



 では、これも報告ですので、よろしくご了承のほどお願いいたします。 

 以上で、本日の審議を終結したいと思います。 

 

 

～ その他報告・連絡事項 ～   

 

○教育長  そのほか、各課から連絡報告事項がございましたらお願いいたします。 

 引頭課長。 

○生涯学習振興課長  お手元のほうに切山歌舞伎の公演会のチラシを配布させていただきま

した。１１月に２部屋で切山歌舞伎の公演、島田人形浄瑠璃芝居と一緒にコラボした公演を

行います。 

 入場券のほうは生涯学習振興課で配布しておりますので、また、興味のある方はお帰りの

際でも声かけをしていただければと思います。ぜひ御覧いただけたらと思います。よろしく

お願いします。 

○教育長  帰りに窓口に寄ればいいわけですね。 

○生涯学習振興課長  はい。 

○教育長  今日でも大丈夫ですか。 

○生涯学習振興課長  大丈夫です。 

○教育長  そうですか。はい。 

 そのほかに。 

 星野学校教育課長。 

○学校教育課長  教育委員さんにお知らせです。例年、市の小中学校で教育研究大会をこの

秋に行っておりまして、参加いただいていたのですけれど、事務局から連絡がありまして、

規模を大幅に縮小して行っておりますので、ご案内は今年度はしないということをお伝え

くださいと言われております。ご了承いただけますでしょうか。 

 よろしくお願いいたします。 

○教育長  昨年に引き続き今年も。 

○学校教育課長  そうですね。 

○教育長  今年も委員の参加はしないということですね。 

○学校教育課長  はい。 

○教育長  例年、中学校区ごとに小中学校授業公開をしておりますので、その授業を見て、子

供たちの様子とか、その後、研究協議をそれぞれされますので、その研究協議の様子を見て

いただくような機会を設けていたのですが、昨年に引き続きご理解のほどよろしくお願い

いたします。 

 そのほかございますか。 

 金子係長。 



○教育総務課係長  １０月の行事予定を説明します。１２ページを御覧ください。 

２８日に定例会議、１３時半から５０１会議室になります。 

 よろしくお願いします。以上です。 

○教育長  江口委員さんの教育委員の再任に関する辞令交付が明日あるということですが、

江口委員さんには３期やっていただきまして、４期目をまた引き続き引き受けていただく

ことになりました。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

  そのほか、ございますか。 

 それでは、以上をもちまして、第９回下松市教育委員会会議定例会を終了いたします。 

 皆様、お疲れさまでした。 

 

午後２時１５分終了   

 

 

 


